
教育委員会の権限事務に関する教育長の臨時代理（沖縄県立高等学校等の授業

料等の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則）

教育支援課

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する

規則について、教育委員会会議を開催する時間的余裕がなかったことから、令和

２年３月23日に沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関す

る規則第７条第１項の規定に基づき、教育長による臨時代理により改正したので、

同条第２項の規定により報告する。

１ 規則の概要（沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則の

一部を改正する規則）

沖縄県立高等学校等の授業料等の免除、減免、徴収の猶予その他の必要事項

を定めた規則

２ 改正の経緯及び必要性

令和２年度から、都道府県の修学支援事業を国が支援・奨励する観点から、

「高等学校修学支援事業費補助金」に高等学校の専攻科が含まれることとなっ

た。これまで、専攻科に通う生徒については、沖縄県立高等学校等の授業料等

の徴収に関する条例施行規則により、授業料の減免が行われてきたが、国の補

助事業を活用し、支援金を支給することから、代理受領の規定を整備し、あわ

せて減免対象から除外する必要がある。

３ 改正の概要

⑴ 就学支援金等の代理受領に高等学校の専攻科も含める。(第３条第１項関係)

⑵ その他所要の改正を行う。

⑶ この規則は、令和２年４月１日から施行する。

４ 公布日（公報登載日）及び施行年月日

公 布 日 令和２年３月31日

施行年月日 令和２年４月１日

５ 根拠法令

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例（昭和48年条例41号）

６ 添付資料

新旧対照表

令和２年第８回教育委員会会議 報告事項（９）



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
立
高
等
学
校
等
の
授
業
料
等
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
4
7
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
規
則
第
1
1
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

第
１
条

（
略
）

第
１
条

（
略
）

（
免
除
又
は
減
額
の
対
象
）

（
免
除
又
は
減
額
の
対
象
）

第
２
条

授
業
料
及
び
受
講
料
（
第
４
号
に
掲
げ
る
者
に
お
い
て
は
、
転
学
又
は
転
籍
の
届
出
書
を
第
２
条

授
業
料
及
び
受
講
料
（
第
４
号
に
掲
げ
る
者
に
お
い
て
は
、
転
学
又
は
転
籍
の
届
出
書
を

提
出
し
た
月
の
授
業
料
及
び
受
講
料
に
限
る
。
以
下
「
授
業
料
等
」
と
い
う
。
）
の
免
除
を
受
け

提
出
し
た
月
の
授
業
料
及
び
受
講
料
に
限
る
。
以
下
「
授
業
料
等
」
と
い
う
。
）
の
免
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

⑴
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
2
2
年
法
律
第
1
8
号
。
以
下
「
法
」

⑴
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
2
2
年
法
律
第
1
8
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
３
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
（
以
下
「
保
護
者
等
」
と
い

と
い
う
。
）
第
３
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
保
護
者
等
（
以
下
「
保
護
者
等
」
と
い

う
。
）
の
収
入
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」
と

う
。
）
の
収
入
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」
と

い
う
。
）
の
支
給
に
よ
り
当
該
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認
め

い
う
。
）
の
支
給
に
よ
り
当
該
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認
め

ら
れ
な
い
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
が
、
保
護
者
等
の
失
職
、
倒
産
等

の
家
計
急
変
に
よ

ら
れ
な
い
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
が
、
保
護
者
等
の
失
職
、
倒
産
な
ど
の
家
計
急
変
に
よ

り
、
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
資
格
に
つ
い
て
認
定
さ
れ
る
者
の
収
入
の
状
況
と
同
等
と

り
、
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
資
格
に
つ
い
て
認
定
さ
れ
る
者
の
収
入
の
状
況
と
同
等
と

な
り
、
授
業
料
等
の
納
付
が
困
難
と
な
っ
た
者

な
り
、
授
業
料
等
の
納
付
が
困
難
と
な
っ
た
者

⑵
～
⑹

（
略
）

⑵
～
⑹

（
略
）

２
高
等
学
校
等
（
修
業
年
限
が
３
年
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た
者
２

高
等
学
校
等
（
修
業
年
限
が
３
年
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た
者

（
以
下
「
既
卒
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で

（
以
下
「
既
卒
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
者
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

き
る
者
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴
保
護
者
等
の
失
職
、
倒
産
等
の
家
計
急
変
に
よ
り
、
授
業
料
等
の
納
付
が
困
難
と
な
っ
た
者

⑴
生
活
保
護
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
1
4
4
号
）
に
よ
る
生
活
扶
助
を
受
け
る
者
と
同
一
世
帯
内
に

あ
る
者
。
た
だ
し
、
生
業
扶
助
と
し
て
高
等
学
校
等
就
学
費
を
受
給
し
て
い
る
者
を
除
く
。

（
削
る
。
）

⑵
前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
著
し
く
生
活
困
難
な
者
の
子
弟

（
削
る
。
）

⑶
災
害
、
傷
病
、
失
業
、
営
業
不
振
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
著
し
く
生
活
困
難
と
な
つ
た
者
の

子
弟

（
削
る
。
）

⑷
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
）
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者

⑵
沖
縄
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
第
2
9
条
第
２
項
に
規
定
す
る
留
学
の
許
可
を
受
け
た
者

⑸
沖
縄
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
第
2
9
条
第
２
項
に
規
定
す
る
留
学
の
許
可
を
受
け
た
者

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



⑶
前
２
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
経
済
的
事
情
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
教
育
上
特
に
免
除
又
は

⑹
前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
経
済
的
事
情
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
教
育
上
特
に
免
除
又
は

減
額
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者

減
額
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者

（
就
学
支
援
金
等
の
代
理
受
領
）

（
就
学
支
援
金
等
の
代
理
受
領
）

第
３
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
授
業
料
等
は
、
県
が
受
給
権
者
に
代
わ
っ
て
就
第
３
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
授
業
料
等
は
、
県
が
受
給
権
者
に
代
わ
っ
て
就

学
支
援
金
等
を
代
理
で
受
領
し
、
そ
の
有
す
る
当
該
受
給
権
者
の
授
業
料
等
に
係
る
債
権
の
弁
済

学
支
援
金
等
を
代
理
で
受
領
し
、
そ
の
有
す
る
当
該
受
給
権
者
の
授
業
料
等
に
係
る
債
権
の
弁
済

に
充
て
、
受
給
月
に
お
け
る
納
入
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

に
充
て
、
受
給
月
に
お
け
る
納
入
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

⑴
法
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
資

⑴
法
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
資

格
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
た
者

格
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
受
け
た
者

⑵
高
等
学
校
を
退
学
し
た
後
に
再
び
高
等
学
校
に
入
学
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
及
び
県
が
行

⑵
高
等
学
校
を
中
途
退
学
し
、
再
び
高
等
学
校
に
再
入
学
す
る
場
合
、
国
の
支
援
制
度
よ
り
補

う
支
援
の
対
象
と
な
っ
た
者

助
事
業
の
対
象
と
な
っ
た
者

⑶
高
等
学
校
（
専
攻
科
に
限
る
。
）
に
在
学
す
る
生
徒
で
あ
っ
て
、
そ
の
修
学
に
つ
い
て
国
及
（
新
設
）

び
県
が
行
う
支
援
の
対
象
と
な
っ
た
者

(
徴
収
の
猶
予
の
対
象
）

(
徴
収
の
猶
予
の
対
象
）

第
４
条

授
業
料
等
の
徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
第
４
条

授
業
料
等
の
徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

当
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴
災
害
、
傷
病
、
失
業
、
営
業
不
振
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
学
費
の
負
担
が
困
難
と
な
っ
た
者

⑴
災
害
、
傷
病
、
失
業
、
営
業
不
振
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
学
費
の
負
担
が
困
難
と
な
つ
た
者

⑵
・
⑶

（
略
）

⑵
・
⑶

（
略
）

第
５
条
～
第
６
条
（
略
）

第
５
条
～
第
６
条
（
略
）

（
既
卒
者
の
免
除
又
は
減
額
の
申
請
手
続
）

（
既
卒
者
の
免
除
又
は
減
額
の
申
請
手
続
）

第
７
条

第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
７
条

第
２
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
保
護
者
等

そ
の
保
護
者
（
未
成
年
の
生
徒
に
つ
い
て
は
そ
の
者
に
対
し
て
親
権
を
行
う
者
、
親
権
を
行
う
者

の
な
い
と
き
は
後
見
人
又
は
後
見
人
の
職
務
を
行
う
者
、
成
年
の
生
徒
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
そ

と
連
署
し
た
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に

の
者
の
学
資
を
支
弁
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
連
署
し
た
申
請
書
（
第
１
号
様
式
）
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
２
条
第
２
項
第

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
２
条
第
２
項
第

２
号

に
該
当

１
号
又
は
第
４
号
に
該
当
す
る
者
は
第
２
号
の
書
類
の
提
出
を
、
第
２
条
第
２
項
第
５
号
に
該
当

す
る
者
は
、
第
１
号
及
び
第
２
号
の
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
。

す
る
者
は
第
１
号
及
び
第
２
号

の
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
。

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）



（
新
旧
対
照
表

3
ペ
ー
ジ
）

⑴
～
⑶

（
略
）

⑴
～
⑶

（
略
）

２
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
を
受
理
し
た
場
合
は
、
必
要
事
項
を
調
査
の
上
、
第
２
条
２

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
を
受
理
し
た
場
合
は
、
必
要
事
項
を
調
査
の
上
、
第
２
条

第
２
項
第
１
号
及
び
第
３
号

に
該
当
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
２
項
第
２
号
、
第
３
号
又
は
第
６
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

書
類
を
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
免
除
又
は
減
額
の
承
認
及
び
通
知
決
定
）

（
免
除
又
は
減
額
の
承
認
及
び
通
知
決
定
）

第
８
条

教
育
委
員
会
は
、
第
６
条
又
は
前
条
の
申
請
に
基
づ
き
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
の
承
第
８
条

教
育
委
員
会
は
、
第
６
条
又
は
前
条
の
申
請
に
基
づ
き
授
業
料
等
の
免
除
又
は
減
額
の
承

認
を
行
っ
た
と
き
は
、
授
業
料
等
減
免
承
認
通
知
書
（
第
５
号
様
式
）
に
よ
り
校
長
に
通
知
す
る

認
を
行
つ
た
と
き
は
、
授
業
料
等
減
免
承
認
通
知
書
（
第
５
号
様
式
）
に
よ
り
校
長
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

２
（
略
）

２
（
略
）

３
第
２
条
第
２
項
第
２
号

に
該
当
す
る
場
合
は
、
校
長
は
授
業
料
等
の
免
３

第
２
条
第
２
項
第
１
号
、
第
４
号
又
は
第
５
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
校
長
は
授
業
料
等
の
免

除
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

除
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
（
略
）

４
（
略
）

第
９
条
～
第
1
1
条

（
略
）

第
９
条
～
第
1
1
条

（
略
）

（
免
除
、
減
額
又
は
徴
収
の
猶
予
の
取
消
し
）

（
免
除
、
減
額
又
は
徴
収
の
猶
予
の
取
消
し
）

第
1
2
条

授
業
料
等
の
免
除
、
減
額
又
は
徴
収
の
猶
予
を
受
け
て
い
る
者
が
、
第
２
条
第
１
項
各
号
第
1
2
条

授
業
料
等
の
免
除
、
減
額
又
は
徴
収
の
猶
予
を
受
け
て
い
る
者
が
、
第
２
条
第
１
項
各
号

若
し
く
は
同
条
第
２
項
各
号
又
は
第
４
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
校

若
し
く
は
同
条
第
２
項
各
号
又
は
第
４
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
校

長
は
直
ち
に
免
除
、
減
額
又
は
徴
収
の
猶
予
の
取
消
し
を
行
い
、
授
業
料
等
免
除
・
減
額
・
徴
収

長
は
直
ち
に
免
除
、
減
額
又
は
徴
収
の
猶
予
の
取
消
し
を
行
い
、
授
業
料
等
免
除
・
減
額
・
徴
収

猶
予
取
消
報
告
書
（
第
1
0
号
様
式
）
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

猶
予
取
消
報
告
書
（
第
1
0
号
様
式
）
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
沖
縄
県
立
高
等
学
校
の
入
学
考
査
料
の
減
免
）

（
沖
縄
県
立
高
等
学
校
の
入
学
考
査
料
の
減
免
）

第
1
3
条

沖
縄
県
立
高
等
学
校
の
入
学
考
査
料
（
以
下
「
入
学
考
査
料
」
と
い
う
。
）
の
免
除
又
は
第
1
3
条

沖
縄
県
立
高
等
学
校
の
入
学
考
査
料
（
以
下
「
入
学
考
査
料
」
と
い
う
。
）
の
免
除
又
は

減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

⑴
推
薦
入
学
又
は
連
携
型
中
高
一
貫
教
育
に
係
る
入
学
の
方
法
に
よ
り
志
願
し
、
選
抜
の
結
果

⑴
推
薦
入
学
又
は
連
携
型
中
高
一
貫
教
育
に
係
る
入
学
の
方
法
に
よ
り
志
願
し
、
選
抜
の
結
果

不
合
格
と
な
っ
た
者
で
、
当
該
選
抜
が
行
わ
れ
た
年
度
と
同
一
の
年
度
内
に
入
学
者
選
抜
の
た

不
合
格
と
な
つ
た
者
で
、
当
該
選
抜
が
行
わ
れ
た
年
度
と
同
一
の
年
度
内
に
入
学
者
選
抜
の
た

め
の
学
力
検
査
（
以
下
「
学
力
検
査
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
入
学
を
志
願
す
る
も
の

め
の
学
力
検
査
（
以
下
「
学
力
検
査
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
入
学
を
志
願
す
る
も
の



（
新
旧
対
照
表

4
ペ
ー
ジ
）

⑵
学
力
検
査
に
よ
る
選
抜
の
結
果
、
合
格
者
の
数
が
学
科
の
定
員
に
達
し
な
い
場
合
に
再
度
募

⑵
学
力
検
査
に
よ
る
選
抜
の
結
果
、
合
格
者
の
数
が
学
科
の
定
員
に
達
し
な
い
場
合
に
再
度
募

集
が
行
わ
れ
る
と
き
の
当
該
募
集
（
以
下
「
第
２
次
募
集
」
と
い
う
。
）
に
志
願
す
る
者
（
学

集
が
行
わ
れ
る
と
き
の
当
該
募
集
（
以
下
「
第
２
次
募
集
」
と
い
う
。
）
に
志
願
す
る
者
（
学

力
検
査
を
受
験
し
な
か
っ
た
者
を
除
く
。
）

力
検
査
を
受
験
し
な
か
つ
た
者
を
除
く
。
）

２
（
略
）

２
（
略
）

３
入
学
考
査
料
の
免
除
又
は
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
者
に
３

入
学
考
査
料
の
免
除
又
は
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
１
項
第
１
号
に
該
当
す
る
者
に

あ
っ
て
は
、
学
力
検
査
に
係
る
入
学
志
願
書
を
提
出
す
る
際
に
入
学
考
査
料
減
免
申
請
書
（
第
1
1

あ
つ
て
は
、
学
力
検
査
に
係
る
入
学
志
願
書
を
提
出
す
る
際
に
入
学
考
査
料
減
免
申
請
書
（
第
1
1

号
様
式
）
に
入
学
考
査
料
の
支
払
い
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
同
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り

号
様
式
）
に
入
学
考
査
料
の
支
払
い
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
同
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り

入
学
考
査
料
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第
２
次
募
集
に
係
る
入
学
志
願
書
を

入
学
考
査
料
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
２
次
募
集
に
係
る
入
学
志
願
書
を

提
出
す
る
際
に
入
学
考
査
料
減
免
申
請
書
（
第
1
1
号
様
式
）
を
添
え
て
、
志
願
す
る
高
等
学
校
の

提
出
す
る
際
に
入
学
考
査
料
減
免
申
請
書
（
第
1
1
号
様
式
）
を
添
え
て
、
志
願
す
る
高
等
学
校
の

校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
（
略
）

４
（
略
）

第
1
4
条

（
略
）

第
1
4
条

（
略
）

（
証
明
手
数
料
）

（
証
明
手
数
料
）

第
1
5
条

沖
縄
県
立
高
等
学
校
及
び
沖
縄
県
立
中
学
校
の
証
明
手
数
料
は
、
校
長
が
次
の
各
号
の
い
第
1
5
条

沖
縄
県
立
高
等
学
校
及
び
沖
縄
県
立
中
学
校
の
証
明
手
数
料
は
、
校
長
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
証
明
書
を
、
在
学
す
る
生
徒
以
外
の
者
に
発
行
す
る
と
き
に
、
そ
の
つ
ど
徴

ず
れ
か
に
該
当
す
る
証
明
書
を
、
在
籍
す
る
生
徒
以
外
の
者
に
発
行
す
る
と
き
に
、
そ
の
つ
ど
徴

収
す
る
。
た
だ
し
、
沖
縄
県
立
高
等
学
校
又
は
沖
縄
県
立
中
学
校
の
卒
業
者
が
卒
業
し
た
月
の
末

収
す
る
。
た
だ
し
、
沖
縄
県
立
高
等
学
校
又
は
沖
縄
県
立
中
学
校
の
卒
業
者
が
卒
業
し
た
月
の
末

日
ま
で
に
卒
業
し
た
当
該
学
校
に
証
明
を
申
請
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

日
ま
で
に
卒
業
し
た
当
該
学
校
に
証
明
を
申
請
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑴
～
⑷

（
略
）

⑴
～
⑷

（
略
）

２
（
略
）

２
（
略
）

第
1
6
条

（
略
）

第
1
6
条

（
略
）

（
注
）

規
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。


